
第４次                  概要版 

美祢市男女共同参画しあわせプラン 

～ 認めあい 支えあい ともに歩むまち美祢 ～ 
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～ 認めあい 支えあい ともに歩むまち美祢 ～ 

プランの基本理念 

プランの位置づけ 

プランの内容 

本プランの期間は、令和８年度から令和 12年度までの５年間です。 

本プランは「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項の規定に基づく「男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（市町村男女共同参画計

画）」であるとともに「女性活躍推進法」第６条第２項の規定に基づく「市町村推進計画」

です。また「ＤＶ防止法」第２条の３第３項の規定に基づく「市町村基本計画」及び「困難

女性支援法」第８条第３項の規定に基づく「市町村基本計画」としても位置付けます。 

また、本プランは「第二次美祢市総合計画（後期計画）」との整合及び「美祢市男女共同

参画推進条例」の趣旨を踏まえるとともに、他の個別計画と連携した計画です。 

プランの期間 
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基本目標１：人権の尊重と男女共同参画の推進 

基本目標２：働く場における男女共同参画の推進 

（美祢市女性活躍推進計画） 

男女共同参画意識の浸透に向けて、一人一人の個性を尊重した意識づくりを引き続き推進する

とともに、社会通念や慣習、しきたりの見直しなど意識の改革を促進します。また、人権と男女共同

参画の視点に立った教育を推進するとともに、家庭や地域においても、生涯学習などを通じて、多

様な学習機会の充実を図ります。 

基本施策 取組名 担当課 
① 人権の尊重・男女

共同参画の意識づ

くり 

広報・啓発の推進 福祉課 

メディア・リテラシー意識の啓発 福祉課 

関係各課 

人権教育・男女共同参画のリーダー養成 生涯学習スポーツ推進課 

福祉課 

意識改革の促進 福祉課 

固定的な性別役割分担意識や無意識の思

い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消に

向けた意識啓発 

福祉課 

② 学びの場における

男女共同参画の推

進 

地域・学校における学習機会の提供 学校教育課 
福祉課 

生涯学習スポーツ推進課 

 

働く場において、誰もがそれぞれの個性や能力を発揮しながら自分らしく活躍できるよう、性別

による格差の解消や労働条件の改善、ハラスメント対策など、事業所等に対する男女共同参画へ

の取組を促進します。 

基本目標２を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）に基づく

「市町村推進計画」として位置付けます。 

基本施策 取組名 担当課 
③ 雇用の機会均等と

労働条件の向上 
育児・介護休業制度や柔軟な働き方の普及

啓発 

商工労働課 

総務課 

④ 誰もが働きやすい

就労環境の整備促

進 

ハラスメント防止対策の推進 商工労働課 

総務課 

家族経営協定締結に関する周知と女性新

規農業就業者支援 
農林課 

女性の労働に対する意識改革の促進 商工労働課 
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基本目標３：あらゆる場における女性活躍の推進 

（美祢市女性活躍推進計画） 

社会のあらゆる分野の政策・方針決定過程の場において、女性の参画を促進するとともに、女性

の能力発揮の支援に努め、人材の育成と活躍の促進を図ります。 

基本目標３を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）に基づく

「市町村推進計画」として位置付けます。 

基本施策 取組名 担当課 
⑤ 政策・方針決定過

程における女性の

参画拡大 

審議会等委員への女性登用の促進 関係各課 

（福祉課） 

意思決定過程への女性の参画拡大 総務課 

⑥ 企業や各種団体に

おける女性活躍の

促進 

女性の登用や人材育成の促進 商工労働課 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に向けた取組を推進し、男女が共に家事や育児、

介護に参加することができる環境づくりや子育て支援、介護支援の充実に取り組みます。 

基本目標４を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）に基づく

「市町村推進計画」として位置付けます。 

基本施策 取組名 担当課 
⑦ ワーク・ライフ・

バランスの理解促

進 

企業等を対象とした啓発の推進 福祉課 

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 商工労働課 

⑧ 共働き・共育ての

実現に向けた仕事

と育児の両立支援 

子育て支援の充実 健康増進課 
子育て支援課 

生涯学習スポーツ推進課 

⑨ 仕事と介護の両立

支援 

性別にとらわれない介護への参加促進 福祉課 

 

 

基本目標４：ライフ・ワーク・バランスの推進 

（美祢市女性活躍推進計画） 
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基本目標５：ジェンダーに基づくあらゆる暴力の

防止・根絶に向けた取組の推進 

（美祢市 DV防止基本計画・美祢市困難女性支援基本計画） 

様々な機会を通じて、あらゆる暴力の防止と根絶に向けた啓発活動を推進するとともに、関

係機関と連携し、被害者に対する相談支援体制の充実に取り組みます。 

基本目標５を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（ＤＶ防止法）

に基づく「市町村基本計画」、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（困難女性支

援法）に基づく「市町村基本計画」として位置付けます。 

基本施策 取組名 担当課 
⑩ ジェンダーに基

づくあらゆる暴

力を許さない意

識づくり 

ジェンダーに基づくあらゆる暴力に関する

情報や学習機会の周知 

福祉課 

学校教育課 

⑪ きめ細かな相談

支援の充実 
相談体制の充実 福祉課 
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基本目標６：誰もがいきいきと安心して暮らせる

まちづくりの推進 

（美祢市 DV防止基本計画・美祢市困難女性支援基本計画） 

誰もが地域活動に主体的に参画できるよう、様々な機会を通じて地域活動への支援に努める

とともに、防災活動への男女共同参画を促進し、地域防災力の向上を目指します。また、地域

福祉や国際交流の推進を図り、地域共生社会の実現を目指します。 

さらに、性別や年齢にかかわらず、誰もが活躍できる男女共同参画社会を実現していくため

には、日頃からの心身の健康づくりが大切です。誰もが生涯にわたり健やかに過ごせるよう、健

康づくりへの支援を推進します。 

基本目標６を「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（困難女性支援法）に基づく

「市町村基本計画」として位置付けます。 

基本施策 取組名 担当課 
⑫ 地域活動における

男女共同参画の推

進 

地域活動における女性の参画拡大 関係各課 

(地域振興課) 

(生涯学習スポーツ推進

課） 

⑬ 防災分野における

男女共同参画の推

進 

男女共同参画の視点による防災体制の

構築 

総務課 

消防本部 

⑭ 生涯にわたる男女

の健康の包括的な

支援 

がん対策・生活習慣病予防の推進 健康増進課 
市民課 

病院事務局 

⑮ 困難を抱えた人々

が安心して暮らせ

る環境の整備 

多様なニーズに対応できる支援体制の構

築 

福祉課 

相談窓口の周知と予防啓発 福祉課 

⑯ 高齢者・障害者・

外国人等が安心し

て暮らせる環境の

整備 

高齢者の社会参加や生きがいづくりの促

進 

福祉課 

商工労働課 

障害者福祉の推進 福祉課 

多文化共生のまちづくりの推進 行政経営課 
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基本

施策 
評価項目 

現状値 

(令和７年度) 

目標値 

令和 12年度 
把握方法 

【基本目標１】人権の尊重と男女共同参画の推進 

１ 
人権教育ふれあい講座・リーダー講座参加者

数 
607人 650人 

生涯学習 

スポーツ 

推進課 

【基本目標２】働く場における男女共同参画の推進（美祢市女性活躍推進計画） 

４ やまぐち農林漁業ステキ女子登録者数（累計） 13人 15人 農林課 

【基本目標３】あらゆる場における女性活躍の推進（美祢市女性活躍推進計画） 

５ 市の審議会等における女性委員の割合 
29.3％ 

(令和６年度) 
33％ 

関係各課 

（福祉課） 

【基本目標４】ワーク・ライフ・バランスの推進（美祢市女性活躍推進計画） 

８ 育児学級の参加率 
32.7％ 

(令和６年度) 
33.3％ 健康増進課 

【基本目標５】ジェンダーに基づくあらゆる暴力の防止・根絶に向けた取組の推進 

（美祢市ＤＶ防止基本計画）（美祢市困難女性支援基本計画） 

11 
困難な問題を抱えどこ（だれ）にも相談しなかっ

た市民の割合 
26.2％ 10％ 

市民 

アンケート 

【基本目標６】誰もがいきいきと安心して暮らせるまちづくりの推進 

（美祢市困難女性支援基本計画） 

14 
がん検診（胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・

子宮がん）受診率の平均値 

8.7％ 

(令和６年度) 
12％ 健康増進課 

 

数値目標の設定（抜粋） 
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家庭生活

学校教育の場

就職の機会や職場（仕事の場）

自治会などの地域社会活動の場

法律や制度の上

政治経済活動の場

社会通念・慣習・しきたりなど

社会全体

全体(N=611)

男性の方が優遇されている 平等になっている
女性の方が優遇されている わからない

男女の平等意識（市民アンケート結果より） 

 

特に「政治経済活動の場」

「社会通念・慣習・しきた

り」「社会全体」で、「男性

優遇意識」の割合が、高くな

っています。 

一方、「学校教育の場」では

比較的「平等意識」が高くな

っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
優秀作品（美東中学校 栗栖夕依さん） 
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